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一般社団法人 京都知恵産業創造の森 

スマート社会実装化促進事業補助金交付要領 

 

（趣旨） 

第１条 一般社団法人 京都知恵産業創造の森（以下「法人」という。）は、持続可能な社会を目指す

エコ・エネルギー分野をはじめ、ＩＣＴ等の先端テクノロジーを活用し、あらゆる人が快適に暮ら

せる「スマート社会」の実現を目指すため、京都府内の中小企業等が新たなサービスや技術の開発

等のイノベーションの構築に向けた取組を行おうとする府内企業等を対象に、この要領に定めると

ころにより、予算の範囲内において補助金を交付する。 

  

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、京都府内に事業所を有す

る次の各項に規定する中小企業者等とする。 

（１）中小企業者（中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第２条第１項に規定するも

のとし、以下の項目に該当する者を除く。） 

・発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上が同一の大企業の所有に属している法人 

・発行済株式の総数又は出資金額の３分の２以上が複数の大企業の所有に属している法人 

・大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を含めている法人 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に定める

風俗営業を営む者 

（２）有限責任事業組合（有限責任事業組合契約に関する法律（平成１７年法律第４０号）第２条

に規定するもの（京都府内において事業所を設置していない中小企業者を構成員に含む

ものを除く。）） 

（３）ＮＰＯ法人（特定非営利活動促進法（平成１０年法律第 7号）第２条第２項に規定するもの。） 

（４）前各号に準ずるもので、機構理事長が、特に必要があると認める者 

２ 前項の規定に関わらず、次の各号に該当する者は補助対象者とならないものとする。 

（１）京都府税及び京都市税を滞納している者 

（２）役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号。以下「暴

力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という）であると

認められる者 

（３）暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると

認められる者 

（４）役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者 

（５）役員等が暴力団及び暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的或い

は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者 

（６）役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 

（７）下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第２号から第６

号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる者 

（８）第２号から第６号まで（第７号の場合を除く。）のいずれかに該当する者を資材、原材料の購
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入契約その他の契約の相手方とした場合に、機構理事長が当該契約の解除を求めたにも関わら

ず、これに従わない者 

 
（補助対象事業等） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、交付の対象となる経費（以

下「補助対象経費」という。）及び補助金の額は下表に定めるとおりとする。 
 

補助対象事業 補助対象経費 補助金の額 

（１）分野 

 ア エコ分野（低炭素化、地球温暖化対策 等） 

 イ エネルギー分野（再エネ、創エネ、省エネ、

制御技術 等） 

 ウ ＩＣＴ分野（ＩｏＴ、ＡＩ、ビッグデータ 

等） 

 エ その他「スマート社会」の実現を目指した

先端技術テクノロジー分野 

（２）事業種別 

 ア フィージビリティスタディ（ＦＳ）タイプ 

各分野の課題の解決に貢献する事業（市場

調査、ビジネスモデルの策定、展示会出展等） 

 イ 製品開発事業タイプ 

   基礎的な研究を終了した部品・部材、機器・

装置、ソフトウェア等の試作・製品開発事業 

  

※対象事業は以下を要件とします。 

（１）補助金交付決定日以降に着手し、別に定め

る日までに完了する事業 

（２）フィージビリティスタディ（FS）タイプに

ついては、市場性、収益性、新規性等を有し、

事業化が見込めるとともに、地域活性化への

波及効果が見込めるもの 

（３）製品開発事業タイプについては、基礎的な

研究を終了し、市場性、収益性、新規性等を

有し、事業化が見込めるもの 

（４）補助対象事業に対し、京都府及び京都市な

ど他の公的補助金を受けていない、もしくは

受ける見込みがないこと 

（５）過去に、同一事業について、本補助金を受

けていないこと 

補助事業を行うため

に直接必要な経費で

別に定めるもの 

（本事業で実施され

たことを証明できる

もの） 

補助対象経費に 

２分の１を乗じて得

た額以内の額 

（５，０００千円以内

の額。千円未満切捨。

） 
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（交付の申請） 

第４条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者は、様式第１号による交付申請書に様式第２号、

様式第３号のほか別に指定する書類を添えて、別に定める日までに法人理事長に提出しなければな

らない。 

２ 補助対象者は、補助金の交付決定前に事業を開始する場合は、様式第４号による事前着手届を法

人理事長に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

（交付の決定） 

第５条 法人理事長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、

適正と認めるものについて、予算の範囲内において、申請者に対して交付決定の通知を行うものと

する。 

２ 法人理事長は、補助金の交付をしない旨の決定をしたときは、その理由を付して、申請者に通知

するものとする。 

 

（事業内容の変更） 

第６条 補助金の交付決定の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、事業計画書の内容

について、大幅な変更を加えようとする場合には、あらかじめ様式第５号による変更承認申請書を

法人理事長に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（事業の中止又は廃止） 

第７条 補助事業者は、事業を中止し又は廃止しようとするときは、様式第６号による事業の中止又

は廃止届を法人理事長に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

（遂行状況報告） 

第８条 法人理事長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、事業の遂行状況について、

報告書の提出を求めることができる。 

 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業終了後７日以内に、様式第７号による実績報告書に、様式第８号、

様式第９号のほか別に指定する書類を添えて法人理事長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する期間は、特別な事由その他正当な理由等があり、法人理事長が認めるときは、期

間を延長することができる。 

 

（額の確定等） 

第１０条 法人理事長は、前条の実績報告を受けた場合は、当該報告に係る書類の審査を行い、事業

が適正に実施されたことを確認した上で、交付決定金額の範囲内で補助金の交付額を決定し、補助

事業者に書面により通知するものとする。 

 

（補助金の請求及び支払い） 
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第１１条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、様式第１０号による請求書により、補助

金の交付を請求するものとする。 

２ 法人理事長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

 

（補助金の交付取消等） 

第１２条 法人理事長は、次の各号に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、

又は変更することができる。 

（１）本要領に違反したとき 

（２）申請書、その他関係書類に虚偽の記載をし、又は不正な行為があったとき 

２ 前項の規定により取消又は変更したときは、法人理事長は速やかに補助事業者に通知するものと

する。 

 

（補助金の返還） 

第１３条 前条の規定により補助金の交付の取消等を行った場合において、既に補助金が交付されて

いるときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。 

 

（財産処分の制限） 

第１４条 補助事業者は、事業が完了した後も補助金により取得した財産（以下「取得財産」という。）

について、様式第１１号による取得財産管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、善良なる管

理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなけれ

ばならない。 

２ 補助事業者は、取得財産のうち取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上のものについては、

減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定める期間内（以下「法

定耐用年数」という。)において、法人理事長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。 

３ 補助事業者は、前項の期間内に処分しようとするときは、様式第１２号による取得財産処分承

認申請書により、あらかじめ法人理事長の承認を受けなければならない。 

４ 法人理事長は前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る財産処分等により収入があっ

たときは、その収入の全部又は一部を機構に納付させることができる。  

 

（補助金の経理等） 

第１５条 補助事業者は、事業の経費について、他の経理と明確に区分して帳簿及び証拠書類を整備

し、その収支を明らかにしておかなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を事業の完了した日の属する年度の終了後１０年間保存

しなければならない。 

 

（その他） 

第１６条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、法人理事長が別に定める。 
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（附則） 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 


